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議案第１９号

石川県教育‘委員会事務局等処務規程及び石川県立学校処

務規程の一部改正について

１ 提 案理由

、

本年５月に地方公務員の育児休業等に関する法律が改正され、こ

れまで原則１回であった育児休業の取得回数が、原則２回まで取得
可能となった。へ

これに伴い、現在開会中の９月議会に提出されている関係条例改

正案の議決を前提に、関連する手続等の規定を改正する必要がある

ため。

２改正規I定
Ｉ訓令】

・石川県教育委員会事務局等処務規程の一部改正

・石川県立学校処務規程の一部改正

３改正内容

･これまで、特別な事'情がある場合に、あらかじめ育児休業等計画

書を提出することで育児休業を２回取得することを可能として

いたが、この提出規定を削除

･条ずれ、字句の整理

４改正案

２～９頁のとおり

５施行年月日

■ ⑧

令和４年１０月１日

１



守

石川県教育委員会訓令第号

庁中一般

出先機関

学校以外の教育機関

石川県教育委員会事務局等処務規程（昭和41年石川県教育委員会訓令第２号）の一部を

次のように改正する。

令和４年月日

石 川 県 教 育 委 員 会

第70条の２の２中第２項を削り、第３項を第２項とし、第４項を第３項とし、第５項を

第４項とする。

第70条の２の３第２項中「紅哩送熱餅布巨柳」を「伽聖塑遊歴詞黙亦画伽」に改め、同

条第３項中「梗磯職111呼閏も鵬自陣」を「程磯聡||呼閏ら紙111呼」に改める。

第70条の３第２項中「聡早＋磯ｅＩｌｅｌｌ盤111呼劇も祇園野」を「髄･ｷｺ＋磯ｅｌｌｅｌｌ紐1１

1普く賃ら紐111呼」に改める。

附則

この訓令は、令和４年１０月１日から施行する。

略

２



●

●

石川県教育委員会訓令第号

県立学校

石川県立学校処務規程（昭和４１年石川県教育委員会訓令第６号）の一部を次のように改

正する。

、令和４年月日

石 川 県 教 育 委 員 会

第32条の３第２項を削り、第３項を第２項とし、第４項を第３項とし、第５項を第４項

とする。

第32条の３の２第２項中「紅里送縦鋤布国伽」を「紅哩堕進歴燕黙亦巨柳」に改め、同

条第３項中「橿畷盤111呼嵐も髄自陣」を「温畷髄11呼閏もiIIR111郷」に改めるｄ

第32条の４第２項中「雛111＋||磯elll紙１１１呼劇石紐園呼」を「紐111＋１１磯elIl髄11呼劇

乞雛111陣」に改める。

附貝ｌ

この訓令は、令和４年１０月１日から施行する。

、

３



○
石
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
石
川
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
新
旧
対
照
表

●

『

４

２

《
●
０

■
□
●

育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
た
職
員
（
育
児
休
業
期
間
の
延
長
の
承
認
を
受
け
た
職
員
を

含
む
ｐ
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
養
育
状
況
変
更
届
に

よ
り
遅
滞
な
く
、
教
育
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
育
児
休
業
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
と
き
。

二
育
児
休
業
に
係
る
子
が
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
と
き
。

三
育
児
休
業
に
係
る
子
を
養
育
し
な
く
な
っ
た
と
き
．

３
育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
た
職
員
が
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
所
属
長

・
色

は
、
育
児
休
業
職
員
の
産
休
等
報
告
書
に
よ
り
遅
滞
な
・
く
、
教
育
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば

第
一
条
～
第
七
十
条
の
一
一
（
略
）

も
０

（
育
児
休
業
の
手
続
き
）

●

第
七
十
条
の
二
の
二
職
員
は
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業

の
承
認
又
は
育
児
休
業
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
期
間
の
延
長
の
承
認
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
育
児
休
業
を
開
始
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
育
児
休
業
承

認
請
求
書
に
よ
り
請
求
し
八
教
育
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
！

改
正
案

Ｉ

２

石
川
県
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
石
川
県
条
例
第
三
号
）
第

‐
Ｉ
Ｐ

3１

育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
た
職
員
（
育
児
休
業
期
間
の
延
長
の
承
認
を
受
け
た
職
員
を

含
む
９
以
下
同
じ
・
）
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
養
育
状
況
変
更
届
に

よ
り
遅
滞
な
く
、
教
育
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
育
児
休
業
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
と
き
。

二
育
児
休
業
に
係
る
子
が
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
と
き
。

三
育
児
休
業
に
係
る
子
を
養
育
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

剣
育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
た
職
員
が
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
所
属
長

毎
Ｊ

は
、
育
児
休
業
職
員
の
産
休
等
報
告
書
に
よ
り
遅
滞
な
く
、
教
育
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば

第
一
条
～
第
七
十
条
の
二
〆酉、.

略
、－〆

Ｃ

Ｏ

（
育
児
休
業
の
手
続
き
）

●

第
七
十
条
の
こ
の
こ
職
員
は
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

法
律
第
百
十
号
・
以
下
「
育
児
休
業
法
」
一
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業

の
承
認
又
は
育
児
休
業
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
期
間
の
延
長
の
承
認
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
育
児
休
業
を
開
始
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
育
児
休
業
承

認
請
求
書
に
よ
り
請
求
し
、
．
教
育
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

一
包
む

現
行



０
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５

な
ら
な
い
。

一
産
前
休
暇
を
取
得
し
た
と
き
。

■
●

二
出
産
し
た
と
き
。

４

■

育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
た
職
員
が
、
育
児
休
業
期
間
満
了
に
よ
り
職
務
に
復
帰
し
た

と
き
は
、
所
属
長
は
、
育
児
休
業
職
員
の
職
務
復
帰
蝿
告
書
に
よ
り
遅
滞
な
く
、
教
育
長

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○

ザ

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
手
続
）

第
七
十
条
の
二
の
三
職
員
は
、
育
児
休
業
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務
の

承
認
又
は
育
児
休
業
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務
の
延
長
の
承
認
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
育
児
休
業
を
開
始
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
育
児
短
時

間
勤
務
承
認
請
求
書
に
よ
り
請
求
し
、
教
育
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
石
川
県
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
へ
再
度
の
育

児
短
時
間
勤
務
の
承
認
の
請
求
を
予
定
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
育

児
短
時
間
勤
務
の
請
求
の
際
に
、
割
側
詞
圏
劉
劉
識
翻
謝
画
曹
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
◎

３

一
合

前
条
第
．
項
及
び
第
ヨ
項
の
規
定
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
を
受
け
た
職
員
に
っ

Ｉ

い
て
準
用
す
る
。

●
■

（
部
分
休
業
の
手
続
）

｡

■

●

も

●
４

第
七
十
条
の
三
職
員
は
、
育
児
休
業
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
の
承
認
を
受

２

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
部
分
休
業
承
認
請
求
書
に
よ
り
請
求
し
、
教
育
長

の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
条
の
こ
の
二
第
．
項
及
び
第
ヨ
項
の
規
定
は
、
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
た
職

な
ら
な
い
。

一
産
前
休
暇
を
取
得
し
た
と
き
ｐ
。

二
出
産
し
た
と
き

５

。．

■

℃

育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
た
職
員
が
、
育
児
休
業
期
間
満
了
に
よ
り
職
務
に
復
帰
し
た

と
き
は
、
所
属
長
は
、
育
児
休
業
職
員
の
職
務
復
帰
報
告
書
に
よ
り
遅
滞
な
く
、
教
育
長

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
手
続
）

第
七
十
条
の
二
の
三
職
員
は
、
育
児
休
業
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務
の

２３

い
●

承
認
又
は
育
児
休
業
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務
の
延
長
の
承
認
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
育
児
休
業
を
開
始
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
育
児
短
時

間
勤
務
承
認
請
求
書
に
よ
り
請
求
し
、
教
育
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

石
川
県
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
再
度
の
育

児
短
時
間
勤
務
の
承
認
の
請
求
を
予
定
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
育

児
短
時
間
勤
務
の
請
求
の
際
に
、
割
制
麺
捌
調
謝
謝
画
雪
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

‐
の
‐

前
条
第
・
一
‐
一
’
一
・
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
を
受
け
た
職
員
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

●

（
部
分
休
業
の
手
続
）

第
七
十
条
の
三
職
員
は
、
育
児
休
業
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
の
承
認
を
受

２

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
部
分
休
業
承
認
請
求
書
に
よ
り
請
求
し
八
教
育
長

の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
条
の
二
の
二
第
ヨ
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
た
職
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○
石
川
県
立
学
校
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
石
川
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
六
号
）
新
旧
対
照
表

〃

７

Ｉ２

●

●

エ
則

ノ

■
５
■
■

育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
た
職
員
（
育
児
休
業
期
間
の
延
長
の
承
認
を
受
け
た
職
員
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
養
育
状
況
変
更
届
に

よ
り
遅
滞
な
く
、
教
育
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
育
児
休
業
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
と
き
。

二
育
児
休
業
に
係
る
子
が
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
と
き
。

三
育
児
休
業
に
係
る
子
を
養
育
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

３

育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
た
職
員
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

第
一
条
～
第
三
十
二
条
の
二
の
二
（
略
）

（
育
児
休
業
の
手
続
）

第
三
十
二
条
の
一
一
一
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
除
く
。
）
は
、
地
方
公
務
員
の

育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
育
児
休
業
法
」
と
い

う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
の
承
認
又
は
育
児
休
業
法
第
三
条
の
規
定
に
よ

る
育
児
休
業
期
間
の
延
長
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
育
児
休
業
を
開
始
す
る

日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
育
児
休
業
承
認
請
求
書
に
よ
り
請
求
し
、
教
育
長
の
承
認
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

改
正
案

２
石
川
県
澗
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
石
川
県
条
例
第
三
号
）
第

3１

育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
た
職
員
（
育
児
休
業
期
間
の
延
長
の
承
認
を
受
け
た
職
員
を

Ｌ
含
む
。
以
下
同
じ
・
）
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
養
育
状
況
変
更
届
に

よ
り
遅
滞
な
く
、
教
育
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
育
児
休
業
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
と
き
。
．

二
育
児
休
業
に
係
る
子
が
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
と
き
。

一
一
一
育
児
休
業
に
係
る
子
を
養
育
し
な
く
な
っ
た
と
き
。
》

４
育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
た
職
員
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

第
一
条
～
第
三
十
二
条
の
二
の
二
（
略
）

（
育
児
休
業
の
手
続
）

第
三
十
二
条
の
三
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
，
除
く
。
）
は
、
地
方
公
務
員
の

育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
育
児
休
業
法
」
と
い

う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
の
承
認
又
は
育
児
休
業
法
第
三
条
の
規
定
に
よ

る
育
児
休
業
期
間
の
延
長
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
育
児
休
業
を
開
始
す
る

日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
育
児
休
業
承
認
請
求
書
に
よ
り
請
求
し
、
教
育
長
の
承
認
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

現
行





●

『

／

〆

８

校
長
は
、
育
児
休
業
職
員
の
産
休
等
報
告
書
に
よ
り
遅
滞
な
く
、

れ
ぱ
な
ら
な
い
。

一
産
前
休
暇
を
取
得
し
た
と
き
。

教
育
長
に
報
告
し
な
け

～

一
一
出
産
し
た
と
き
。
・

剣
育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
た
職
員
が
、
育
児
休
業
期
間
満
了
に
よ
り
職
務
に
復
帰
し
た

と
き
は
、
校
長
は
、
育
児
休
業
職
員
の
職
務
復
帰
報
告
書
に
よ
り
遅
滞
な
く
、
教
育
長
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
手
続
）

第
三
十
二
条
の
三
の
二
職
員
は
、
育
児
休
業
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務

の
承
認
又
は
育
児
休
業
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務
の
延
長
の
承
認

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
育
児
休
業
を
開
始
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
育
児
短

時
間
勤
務
承
認
請
求
書
に
よ
り
請
求
し
、
教
育
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
石
川
県
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
再
度
の
青

３

児
短
時
間
勤
務
の
承
認
の
請
求
を
予
定
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
青

児
短
時
間
勤
務
の
請
求
の
際
に
八
割
月
圃
噺
聞
勤
籾
計
画
雪
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
Ｏ

前
条
第
．
項
及
び
第
ヨ
項
の
規
定
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
を
受
け
た
職
員
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
部
分
休
業
の
手
続
）

第
三
十
二
条
の
四
職
員
は
、
育
児
休
業
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
の
承
認
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
部
分
休
業
承
認
請
求
書
に
よ
り
請
求
し
、
教
育

長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

校
長
は
、
育
児
休
業
職
員
の
産
休
等
報
告
書
に
よ
り
遅
滞
な
く
、
教
育
長
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
ロ

一
産
前
休
暇
を
取
得
し
た
と
き
。

二
出
産
し
た
と
き
⑨

５
育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
た
職
員
が
、
育
児
休
業
期
間
満
了
に
よ
り
職
務
に
復
帰
し
た

と
き
は
、
校
長
は
、
育
児
休
業
職
員
の
職
務
復
帰
報
告
書
に
よ
り
遅
滞
な
く
、
教
育
長
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
手
続
）

第
三
十
二
条
の
三
の
二
職
員
は
、
育
児
休
業
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務

の
承
認
又
は
育
児
休
業
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務
の
延
長
の
承
認

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
育
児
休
業
を
開
始
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
育
児
短

時
間
勤
務
承
認
請
求
書
に
よ
り
請
求
し
、
教
育
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
石
川
県
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
再
度
の
青

３

児
短
時
間
勤
務
の
承
認
の
請
求
を
予
定
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
塁
別
項
の
規
定
に
よ
る
育

児
短
時
間
勤
務
の
請
求
の
際
に
、
葡
卿
附
謂
謂
訓
画
雪
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
条
第
ヨ
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
を
受
け
た
職
員
に
っ

い
て
準
用
す
る
。

（
部
分
休
業
の
手
続
）

●

第
三
十
二
条
の
四
職
員
は
、
育
児
休
業
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
の
承
認
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
部
分
休
業
承
認
請
求
書
に
よ
り
請
求
し
、
教
育

長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

第
三
十
二
条
の
三
第
．
項
及
び
第
ヨ
項
の
規
定
は
、
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
た
職
員

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

第
三
十
二
条
の
三
第
ヨ
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
た
職
員

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
．


